第5号様式
主要取引金融機関調書
	政府関係金融機関
	普通銀行
長期信用銀行
	相互銀行
商工組合中央金庫
信用金庫、信用協同組合
	その他の金融機関

	　
	　
	　
	　


記載要領
1　「政府関係金融機関」の欄には、国民金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫、日本輸出入銀行又は日本開発銀行について記載すること。
2　各金融機関とも、本所、本社、本店、支所、支社、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。
備考　用紙の大きさは、B列5番とする。
